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イベント開催に係る取り扱い変更（案）

について

ブランク用



参加者5,000人超かつ収容率50％超のイベントについては、主催者がイベント開催の２週間前を目途に、具体

的な対策内容を記載した「感染防止安全計画」を作成し、県へ提出する必要がある。参加者5,000人以下イベ

ントについては「チェックリスト」を作成し、主催者側ホームページ等で公開する必要がある（県への提出は

不要）。

過去のイベント（成人式や卒業式等）では、イベント終了後に感染拡大傾向が見られ、特に、今年は過去２年

間、コロナ禍で中止したイベントを、３年ぶりに予定しているケースも多く、夏場は数多くのイベントが予定

されている。

飲食、特にアルコール提供を伴うイベントや三密（密集・密接・密閉）が予想されるイベントも含まれており、

感染対策が十分でない場合には、さらなる感染拡大の要因となる可能性がある。そのため、当該イベントにつ

いては、実施にあたって慎重な判断が求められる。

イベント開催に係る取り扱い変更（案）について R4.7.18

今後の取り扱い（案）

① 感染拡大時においては、参加者1,000人以上のイベントについては、感染防止安全計画の対象とし、原則、イ

ベント開催の２週間前までに県へ提出することを求める。②イベント終了後は結果報告書の提出を求める。

また、イベント実施にあたっては、③業種別ガイドラインを徹底すること、④参加者及び出演者に対してマス

ク着用の徹底、⑤屋内開催のイベントでは換気の徹底を求める。

飲食、特にアルコールの提供を伴うイベントや三密が予想されるイベントでは、主催者に対して、感染対策の

徹底を促す。感染対策が十分でないと思われるイベントについては、規模の縮小や延期も含めて、主催者側に

慎重な判断を求める。もし実施をする場合でも、以下の対応を求める。

(1)アルコール提供を行う場合には、十分な感染対策を行うこと (2)屋内ではマスクを着用する（3)参加者は検

査で陰性確認を行うこと (4)参加者は大声を出さないこと (5) 屋外でも多人数が密集しないようにする (6)高

齢者等のハイリスク者は参加は控えること（7)イベント終了後は寄り道せず帰宅すること

現 況

-1-



-2-



-3-



-4-


